
第10 職員の給与の状況（給与・定員管理等の状況）

１ 総括

(1) 人件費の状況（普通会計決算）

住民基本台帳 歳出額 実質収支 人件費 人件費率 （参考）
区 分 28年度の

人口（30年1月1日） Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 人件費率

人 千円 千円 千円 ％ ％
29年度 1,655,888 786,055,448 3,469,683 227,774,551 29.0 29.7

（注）１ 県の会計は，一般会計と特別会計に分かれており，普通会計とは，一般会計と一部の特別会計を加えて，会計間の重複などを控除して得られる統計上の会

計である。

２ この表は，歳出に占める人件費（ただし，事業費支弁分を含む。）の割合を平成29年度普通会計決算で示したものである。

３ 表中「人件費」には，特別職及び議員に支給される給料及び報酬，職員に支給される給料及び手当，地方公務員共済組合負担金，退職手当，恩給及び退職

年金，災害補償費等が含まれる。

人件費の状況（普通会計決算）

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

（参考）
職員数 給 与 費 一人当たり 都道府県一人

区 分 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 給 与 費 当たり給与費
Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

29年度 23,828 106,970,495 22,049,297 41,510,440 170,530,232 7,157 7,174

（注）１ 職員手当には，退職手当を含まない。
２ 職員数は，平成29年４月１日現在の人数である。
３ 給与費については，任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており，職員数には当該職員を含んでい
ない。

職員給与費の状況（普通会計決算）

人件費

227,775百万円

（29.0％）

投資的経費

164,186百万円

（20.9％）その他

一般行政経費

239,611百万円

（30.5％）

扶助費

27,011百万円

（3.4％）

公債費

127,472百万円

（16.2％）

うち一般行政その他部門

47,841百万円

（6.1%）

うち教育部門
150,604百万円

(19.2%)
歳出総額

786,055
百万円

うち警察部門
29,329百万円

（3.7%）

給料

106,970百万円

（62.7％）

職員手当

22,049百万円

（12.9％）

期末・勤勉手当

41,510百万円

（24.3％）

給与費
170,530百万円

職員数
23,828人

１人当たり給与費
7,157千円



(3) ラスパイレス指数の状況

平成30年４月１日現在の本県行政職給料表適用職員のラスパイレス指数は，国家公務員を100とした

場合，96.6となっており，47都道府県の中では低い水準（全国46位）となっています。

（注）１ ラスパイレス指数とは，全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため，

国の職員数（構成）を用いて，学歴や経験年数の差による影響を補正し，国の行政職俸給表（一）

適用職員の俸給月額を100として計算した指数。

２ （）書きの数値は，地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数

とは，地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため，地

域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づ

く地域手当支給率）により算出。）

(4) 給与改定の状況

①月例給

人事委員会の勧告

区 分 給与改定率 （参考）

民間給与 公務員給与 較差 勧告 国の改定率

Ａ Ｂ Ａ－Ｂ （改定率）

円 円 円 ％ ％ ％

30年度 366,295 365,776 519 0.14 0.14 0.16

②特別給（期末・勤勉手当）

人事委員会の勧告

区 分 年間支給月数 （参考）

民間の支 公務員の支 較差 勧告 国の年間

給割合 Ａ 給月数 Ｂ Ａ－Ｂ （改定月数） 支給月数

月 月 月 月 月 月

30年度 4.43 4.40 0.03 4.45 4.45 4.45

H27.4.1

97.0

(97.0) 

H27.4.1

99.7

H28.4.1

96.8

(96.8)

H28.4.1

100.3

H29.4.1

96.8

(96.8)

H29.4.1

100.2

H30.4.1

96.6

(96.6)

H30.4.1

100.1
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105

鹿児島県 都道府県平均

ラスパイレス指数の状況



(5) 給与制度の総合的見直しの実施状況について

① 給料表の見直し

給料表改定時期：平成27年４月１日

平均引き下げ率：２％

経 過 措 置：人事委員会の報告を踏まえ，平成30年３月31日で終了する給与制度の総合的

見直しに伴う経過措置について，激変緩和措置（平成30年４月１日以降，毎

年度３千円を上限として段階的に減額する措置を３年間実施）を講じる。

② 地域手当の見直し

国に準じて改正を行っており，東京都特別区において勤務する場合20％の地域手当が支給され

ることとなるが，鹿児島県内において地域手当の対象となる勤務地はない。

③ その他の見直し内容

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について，国と同様に見直しを実施

（平成27年４月１日実施）

２ 職員の平均給与月額，初任給等の状況

(1) 職員の平均年齢，平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成30年４月１日現在）

① 一般行政職
区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

（国比較ベース）

鹿児島県 44.7歳 322,200円 394,441円 355,063円

国 43.5歳 329,845円 同右 410,940円

都道府県平均 43.1歳 327,050円 413,909円 369,953円

② 技能労務職

公務員 民間 参考
区 分 平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額 対応する民間 平均年齢 平均給与月額 A/B

Ａ 国比較ベース の類似職種 B
鹿児島県 54.2歳 260人 326,200円 371,623円 350,047円 － － － －

うち運転技師 54.8歳 64人 313,000円 361,450円 340,020円 自家用乗用 57.8歳 195,500円 1.85
自動車運転者

うち道路整備員 55.9歳 54人 338,100円 381,400円 367,619円 － － － －

うち技術補佐員 52.1歳 86人 326,300円 375,842円 349,877円 － － － －

うち用務員 59.9歳 5人 356,800円 410,920円 382,620円 用務員 55.6歳 207,200円 1.98
（学校等）

うち介助員 53.5歳 39人 327,500円 369,128円 344,921円 － － － －
（特別支援学校）

うち電話交換手 59.2歳 4人 291,900円 292,026円 291,900円 － － － －

国 50.7歳 2,553人 286,817円 同右 328,637円 － － － －

（平均）
都道府県平均 52.9歳 210人 324,106円 379,720円 357,326円 - - - -



参 考
区 分

年収ベース（試算値）の比較
公務員（Ｃ） 民間（Ｄ） Ｃ／Ｄ

鹿 児 島 県 － 円 － 円 －

うち運転技師 5,787,200円 2,486,000円 2.33

うち道路整備員 － 円 － 円 －

うち技術補佐員 － 円 － 円 －

うち用務員 6,524,040円 2,808,700円 2.32
（学校等）

うち介助員 － 円 － 円 －
（特別支援学校）

うち電話交換手 － 円 － 円 －
※民間データは，賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成27～29年の３ヶ年平均）

（自家用乗用自動車運転者については鹿児島県データ，用務員については全国データである。）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較に当たり，年齢，業務内容，雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは，それぞれ平均給与月額を12倍したものに，公務員においては前年

度に支給された期末・勤勉手当，民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

③ 高等（特別支援・専修・各種）学校教育職

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

鹿 児 島 県 45.0歳 381,700円 443,561円

都道府県平均 44.8歳 375,279円 440,397円

④ 小・中学校教育職

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

鹿 児 島 県 45.8歳 381,200円 445,549円

都道府県平均 43.0歳 361,178円 419,034円

⑤ 警察職

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

（国比較ベース）

鹿 児 島 県 37.8歳 309,000円 415,266円 339,307円

国 41.3歳 317,397円 同右 374,941円

都道府県平均 38.4歳 320,732円 456,228円 368,727円

（注）１ 「平均給料月額」とは，平成30年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

２ 「平均給与月額」とは，給料月額と毎月支払われる扶養手当，地域手当，住居手当，時間外勤務手当などの全ての諸手当の額を合計したも

のであり，地方公務員給与実態調査で明らかにされているものである。

また，「平均給与月額（国比較ベース）」は，比較のため，国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。



(2) 職員の初任給の状況（平成30年４月１日現在）

鹿児島県 国

一般行政職 大学卒 179,700 円 179,200円

高校卒 147,500 円 147,100円

技能労務職 高校卒 154,400 円 －

中学卒 136,900 円 －

高等 学校 大学卒 201,200 円 －

教 育 職 短大卒 174,400 円 －

小・中学校 大学卒 201,200 円 －

教 育 職 短大卒 176,900 円 －

警 察 職 大学卒 200,900 円 208,000円

高校卒 170,000 円 169,500円

(注）１ この表は，県に新たに採用された職員の初任給を示したものである。

２ 高等学校教職員及び小中学校教育職については，国立学校が法人化されたことにより，国における該当職員はいない。（以下同じ）

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成30年４月１日現在）

経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

一般行政職 大学卒 272,344円 353,576円 380,601円 397,384円

高校卒 240,240円 318,426円 348,538円 370,774円

技能労務職 高校卒 － 円 293,060円 308,413円 308,432円

中学卒 － 円 272,733円 294,253円 312,373円

高 等 学 校 大学卒 324,389円 406,898円 426,758円 429,357円

教 育 職 短大卒 290,633円 373,048円 403,819円 392,904円

小・中学校 大学卒 320,801円 400,334円 420,985円 426,174円

教 育 職 短大卒 297,934円 386,852円 412,955円 422,136円

警 察 職 大学卒 289,174円 396,903円 411,222円 416,226円

高校卒 263,301円 355,652円 397,881円 415,420円

(注） 技能労務職のうち，経験年数10年は該当職員なし。



３ 一般行政職の級別職員数等の状況

(1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成30年４月１日現在）

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 1号給の 最高号給の

給料月額 給料月額

９級 部 長 ・ 局 長 15人 0.3％ 459,300円 528,600円

８級 局 長 ・ 次 長 38人 0.7％ 408,900円 469,600円

７級 次 長 ・ 課 長 54人 1.0％ 363,400円 445,800円

６級 課長・課長補佐 409人 7.8％ 319,400円 411,000円

５級 課 長 補 佐 478人 9.2％ 288,800円 393,700円

４級 係 長 1,755人 33.7％ 262,800円 381,700円

３級 主査・技術主査 1,498人 28.7％ 229,600円 350,600円

２級 主 事 ・ 技 師 503人 9.6％ 193,300円 304,700円

１級 主 事 ・ 技 師 464人 8.9％ 143,000円 247,800円

5,214人 100.0％

（注）１ この表は，鹿児島県の給与条例に基づく給料表の区分による職員数を示したものである。

標準的な職務内容とは，それぞれの級に該当する代表的な職務である。

8.9%(1級) 8.1%(1級)
5.5%(1級)

9.6%(2級)
8.6%(2級)

5.4%(2級)

28.7%

(3級)
30.5%

(3級)

38.4%

(3級)

33.7%

(4級)

33.5%

(4級)
30.1%

(4級)

9.2%

(5級)

9.6%

(5級)
10.9%

(5級)
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(2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（平成30年４月１日現在）

(3) 昇給への人事評価の活用状況（鹿児島県）

平成30年４月２日から平成31年４月１日
管理職員 一般職員

までにおける運用

イ. 人事評価を活用している ○ ○

活用している昇給区分 昇給可能 昇給実績が 昇給可能 昇給実績が

な区分 ある区分 な区分 ある区分

上位，標準，下位の区分 ○ ○

上位，標準の区分

標準，下位の区分 ○ ○

標準の区分のみ（一律）

ロ. 人事評価を活用していない

活用予定時期
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４ 職員の手当の状況
(1) 期末手当・勤勉手当

鹿 児 島 県 国
１人当たり平均支給額（平成29年度） －

1,682 千円
（平成29年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
2.60月分 1.80月分 2.60月分 1.80月分

(1.45)月分 (0.85)月分 (1.45)月分 (0.85)月分
（加算措置の状況）
職制上の段階，職務の級等による加算措置 職制上の段階，職務の級等による加算措置

・役職加算 5～20％ ・役職加算 5～20％
・管理職加算 10 ％ ・管理職加算 10～25％

（注） （ ）内は，再任用職員に係る支給割合である。

○ 勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（鹿児島県）

平成30年度中における運用 管理職員 一般職員

イ. 人事評価を活用している ○ ○

活用している成績率 支給可能 支給実績が 支給可能 支給実績が

な成績率 ある成績率 な成績率 ある成績率

上位，標準，下位の成績率 ○ ○

上位，標準の成績率

標準，下位の成績率 ○ ○

標準の成績率のみ（一律）

ロ. 人事評価を活用していない

活用予定時期

(2) 退職手当（平成30年４月１日現在）
鹿 児 島 県 国

（支給率） 自己都合 応募認定・定年
勤続20年 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 28.0395月分 33.270750月分 同左
勤続35年 39.7575月分 47.709 月分
最高限度額 47.709 月分 47.709 月分
その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２％～45％加算）
平 成 2 9 年 度 全職 種 （自己都合） （応募認定・定年） －
１人当たり平均支給額 686千円 22,828千円

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は，平成29年度に退職した職員に支給された平均支給額である。

(3) 地域手当（平成30年４月１日現在）
支給実績（平成29年度決算） 71,815 千円
支給対象職員１人当たり平均支給年額 789,000 円
（平成29年度決算）

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）
東京都特別区 ２０% 32人 ２０%
大 阪 市 １６% 11人 １６%
福 岡 市 １０% 5人 １０%
岐阜市・太宰府市 ６% 2人 ６%
長 崎 市 ３% 1人 ３%
医 師 １６% 27人 １６%

平均支給率 16.8% ― 16.8%

（注） 「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は，企業会計等を除く普通会計から給与を支給されている一般職の職員に対し国の率で支給したと仮
定した場合の加重平均の支給率である。



(4) 特殊勤務手当（平成30年４月１日現在）
支給実績（29年度決算） 1,208,249千円
支給職員１人当たり平均支給年額（29年度決算） 134,000 円
職員全体に占める手当支給職員の割合（29年度） 37.7 ％
手当の種類（手当数） 48

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 左記職員に対する

（平成29年度決算） 支給単価

＜知事部局＞

税務手当 総務部税務課，地域振興局総務 県税に関する賦課及び徴収に関 日額

企画部等に勤務する職員 する事務 22,220 (外勤) 750円

千円 (内勤) 650円

防疫等作業手当 ① 保健所等に勤務する職員 ① 感染症が発生している区域等 3,051 ①日額 290円

② 保健所等に勤務する臨床検査 において感染症の患者等の救護作 千円 ～380円

技師等 業等に従事 （危険加算100/100）

② 病理細菌検査等業務 ②月額 8,000円

有毒薬品等取扱 農業開発総合センター等に勤務 人体に特に危険性を有する有毒 1,480 日額 290円

手当 する職員 ガスの発生を伴う作業等 千円
放射線取扱手当 保健所等に勤務する医師等 エックス線その他の放射線を照 65 日額 250円

射・透視する作業 千円
ハブ取扱手当 名瀬保健所，徳之島保健所に勤 生体ハブの毒液を採取する作業 208 日額

務する職員 千円 400円～700円

福祉手当 地域振興局保健福祉環境部地域 福祉に関する現業及び指導監督 21,232 月額

保健福祉課等に勤務する職員 業務 千円 12,800円

種雄牛馬等取扱 農業開発総合センターに勤務す 種雄牛馬豚の精液の採取作業等 317 日額 250円

手当 る職員 千円
狂犬病予防手当 保健所に勤務する職員 狂犬病の予防注射を接種する作 51 日額 290円

業等 千円
精神保健業務手当 保健所に勤務する職員等 在宅精神障害者の訪問指導等 129 日額 290円

千円
食肉検査手当 保健所，食肉衛生検査所に勤務 獣畜のと殺，解体の検査等 13,715 日額 600円

する職員 千円
火薬類等取締手当 危機管理局危機管理防災課等に 火薬類取締法の保安検査等 56 日額 250円

勤務する職員 千円
土木現場等作業 林務水産部，土木部等に勤務す 高所作業，深所作業，坑内作業 14,606 日額 220円

手当 る職員 等 千円 ～400円

消防訓練従事手当 消防学校に勤務する職員 消防職員及び消防団員の訓練指 384 日額 720円

導 千円
航空機搭乗作業 従事する職員 航空機に搭乗し消防，防災等の 49 １時間

手当 作業に従事 千円 1,900円

用地交渉手当 地域振興局農林水産部又は建設 公共の利益となる事業の用に供 4,108 日額

部等に勤務する職員 する土地の取得に関し，現地にお 千円 （昼） 1,000円

いて所有者や権利者等と直接交渉 （夜 ）1,500円

する業務

夜間部従業手当 県立短期大学に勤務する事務職 県立短期大学第二部の事務 149 月額 9,000円

員 千円
し尿処理施設等 地域振興局保健福祉環境部衛生 し尿処理施設等の指導，検査の 63 日額 250円

検査手当 ・環境課等に勤務する職員 業務 千円
潜水手当 水産技術開発センターに勤務す 潜水器具を着用して潜水作業に 44 １時間 310円

る職員 従事 千円 ～1,500円

漁業取締調査手当 水産振興課，水産技術開発セン 船舶に乗船し，漁業取締り等の 1,491 日額 3 0 0円

ターに勤務する職員 業務に従事 千円
道路補修作業手当 地域振興局建設部等に勤務する 道路補修作業 5,573 日額 3 0 0円

道路整備員 千円



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 左記職員に対する

（平成29年度決算） 支給単価

災害応急作業等 林務水産部，土木部等に勤務す 異常な自然現象により重大な災 0 日額 350円

手当 る職員 害が発生し，若しくは発生する恐 千円 ～1,060円

れのある現場において行う巡回監

視

家畜直腸検査等 農業開発総合センター，家畜保 家畜の直腸検査の作業 313 日 額 2 5 0 円

手当 健衛生所等に勤務する職員 千円
麻薬取締手当 保健福祉部薬務課に勤務する麻 麻薬及び向精神薬取締法第54条 12 日額 550円

薬取締員である職員 第５項若しくは第56条第１項の規 千円 ～80 0円

定による業務又は拳銃訓練に従事

＜教育委員会＞

多学年学級担当 小学校又は中学校の２の学年の 小・中学校の複式の学級におけ 34,475 日額

手当 児童又は生徒で編制されている学 る授業，指導に従事 千円 複式 290円

級を担当する教育職員

教員特殊業務手当 小学校，中学校，高等学校又は ① 非常災害時等緊急業務 556,501 日額

特別支援学校に所属する教諭，養 ② 修学旅行等引率業務 千円 ① 8,000円

護教諭又は栄養教諭等で，教育職 ③ 対外運動競技等への引率業 ～7,500円

給料表（二）又は（三）の１級又 務 (特に甚大な被害の場合は,

は２級の者 ④ 部活動指導業務 16,000円)

② 5,100円

③ 5,100円

④ 3,600円

教育業務連絡指導 小学校，中学校，高等学 校又は 連絡調整及び指導等の業務 127,262 日 額 2 0 0 円

手当 特別支援学校に所属する教諭，養 千円
護教諭又は栄養教諭のうち，支給

規則で定める者

夜間管理手当 農業，工業又は水産に関する学 家畜分べん等のための夜間勤務 2,729 1夜につき

科を有する高等学校において当該 千円 1,600円以内

教科を担当する教頭又は教諭等

面接指導手当 通信教育の面接指導を行う教育 面接指導 10,377 １時間

職員（通信教育課程本務者を除く） 千円 2,110円

乗船実習指導手当 水産に関する学科を置く高等学 生徒の乗船実習指導 1,150 遠洋漁業の乗船実習

校の教育職員 千円 日額 2,600円

その他

日額 2,100円

舎監手当 教育職員 寄宿舎管理の業務 35,041 日額

千円 4,400円以内

漁獲手当 実習船乗船を本務とする学校職 漁ろう実習 7,809 １航海

員 千円 (売払代金-手数料)×

0.17以内(支給総額)



支給実績 左記職員に対する
手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 （平成29年度決算）

支給単価

＜警察本部＞

犯罪予防等作業 警察本部又は警察署に勤務する ① 犯罪の予防若しくは捜査， 107,417 日額

手当 職員のうち， 被疑者の逮捕等の作業 千円 ① 560円

① 警視以下の警察官（管理職員 ② 少年の補導作業 ② 320円

を除く）

② 少年補導職員

犯罪鑑識作業手当 警察本部又は警察署に勤務する ① 現場鑑識作業 7,515 日額

職員 ② その他の犯罪鑑識作業 千円 ① 560円

② 280円

看守・護送作業 警察本部又は警察署に勤務する 留置施設の看守又は留置場に留 6,405 日 額 2 4 0 円

手当 職員 置された者の護送の作業 千円

交通捜査等作業 警察本部又は警察署に勤務する 交通事故捜査，交通取締り 47,964 日額

手当 警視以下の警察官（管理職員を除 千円 310円

く） ～1,260円

警ら作業手当 警察本部又は警察署に勤務する 警ら作業 51,359 日 額 2 8 0 円

警部以下の警察官 千円

航空機操縦作業 航空隊に勤務する職員のうち， 航空機の操縦作業 3,060 １時間

手当 航空機の操縦を担当する職員 千円 5,100円

航空機整備作業 航空隊に勤務する職員のうち， 航空機及び航空機保守器材の整 1,214 日額

手当 航空機及び保守器材の整備を担当 備作業 千円 1,410円

する職員

死体処理作業手当 警察本部又は警察署に勤務する 検視，死体解剖の立会い等死体 31,282 １体

職員のうち， の処理作業 千円 ① 3,200円

① 刑事調査官，検視担当 補佐 ② 1,600円

② ①以外の職員 ～3,200円

夜間特殊業務作業 警察本部又は警察署に勤務する 夜間（午後 10 時～翌日午前５ 71,378 １回 410円

手当 職員 時）の業務 千円 ～980円

危険物取扱等作業 警察本部又は警察署に勤務する ① 火薬類取締法等による立入 44 ① １日

手当 職員 検査等作業 千円 250円

② 爆発物の遮へい等の処理作 ② １件

業 5,200円

③ 特殊危険物処理作業 ③ １日

④ 特殊危険物による被害の危 2,600円

険がある区域での作業 ～4,600円

⑤ ハブ捕獲等作業 ④ １日

250円

⑤ １件

800円

緊急呼出作業手当 警察本部又は警察署に勤務する 突発的に発生した事案処理のた 3,250 １回

職員（管理職員を除く） め呼び出されて，夜間 千円 1,240円

（午後９時～翌日午前５時）を含

む時間に，支給対象作業に従事し

た場合

航空機搭乗作業 警察本部又は警察署に勤務する 航空機に搭乗して行う捜索救難 2,737 １時間

手当 職員 等作業 千円 ①2,200円

① 航空機整備担当者 ②1,900円

② ①以外の職員



支給実績 左記職員に対する
手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 （平成29年度決算）

支給単価

潜水作業手当 潜水免許を保有する職員 潜水器具を着用しての潜水作業 20 １時間

千円 310円

～1,500円

災害応急作業等 警察本部又は警察署に勤務する 災害現場での人命救助作業等 2,243 日額

手当 職員 千円 420円

～1,680円

(東日本大震災関係)

日額

660円

～40,000円

側近警衛等作業 警察本部又は警察署に勤務する ① 天皇・皇后・皇太子・皇太 162 日額

手当 警察官 子妃・文人親王・悠仁親王の側近 千円 ①1,150円

警衛 ② 640円

② その他の皇族の側近警衛・

警護対象者の警護

海外犯罪情報収集 警察本部又は警察署に勤務する 海外における犯罪捜査の情報収 0 日額

作業手当 警察官 集作業等 千円 800円

銃器犯罪捜査等作 警察本部又は警察署に勤務する 銃器使用犯罪現場での犯人逮捕 0 日額

業手当 警察官 等 千円 820円

～1,640円

（注） 特殊勤務手当は，著しく危険，不快，不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に従事する職員に支給される手当である。

(5) 時間外勤務手当

支給実績（29年度決算） 3,483,373千円

職員１人当たり平均支給年額（29年度決算） 373千円

支給実績（28年度決算） 3,447,928千円

職員１人当たり平均支給年額（28年度決算） 369千円

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は「支給実績（平成29年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員，教育

職員等，制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり，短時間勤務職員を含む。


